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　諏訪広域相互証明交付サービス（諏訪６市町村に「住所」または「本籍」がある方を対象に、住所地・本籍地
を含む６市町村の窓口で住民票などの各種証明書の交付を受けることができるサービス）が平成31年３月末日
で終了します。また、境・本郷郵便局における各種証明書交付サービスも同時に終了となります。
　終了後は、住所地・本籍地の市町村窓口で直接交付を受けるか、平成31年３月より開始する「コンビニ交付
サービス」をご利用ください。

　 住民福祉課 住民係　☎62-9112

諏訪広域相互証明交付サービス
郵便局における各種証明書交付サービス
　　　　　　は平成３１年３月末日で終了します

諏訪広域相互証明交付サービス
郵便局における各種証明書交付サービス
　　　　　　は平成３１年３月末日で終了します

　「コンビニ交付サービス」とは、マイナンバーカードを利用し、全国のコンビニ等で各種証明書（住民
票・戸籍謄抄本・戸籍の附票・印鑑証明・税証明）が取得できるサービスです。
　諏訪広域相互証明サービスや郵便局における各種証明書交付サービスを多く利用していた方は、マイナン
バーカードを利用したコンビニ交付サービスへの切り替えをご検討ください。また、マイナンバーカードは、
申請から発行までに約１か月程度の時間がかかります。申請を希望する方は、
お早めに申請をお願いします。

①役場窓口申請
　通知カードに添付されている個人番号カード交付申請書・本人確認
書類（運転免許証など）を役場窓口へ持参して申請します。マイナン
バーカード用の顔写真は申請時に窓口で撮影が可能です。

②インターネット申請
　パソコンまたはスマートフォンから「地方公共団体機構」というマ
イナンバーカードのページにアクセスします。必要事項を入力のうえ、
顔写真をデジタルカメラやスマートフォンで撮影し送信します。

③郵送申請
　通知カードと一体になっている個人番号カード交付申請書に必要事
項を記入のうえ、顔写真を貼り付け郵送します。

　コンビニ交付サービス開始に合わせてマイナンバーカードの発行を希望される方を対象に、マイナンバー
カード用の顔写真を無料で撮影します。また、顔写真を撮影した方は、その場でマイナンバーカードの申請
が完了するよう、サポートします。

　【場　所】　役場１階 ①番窓口（住民福祉課 住民係）
　【日　時】　年末年始を除く平日　午前8時30分～午後5時15分
　【手数料】　無料
　【持ち物】　本人確認書類（免許証・パスポートなど）

●マイナンバーカードの申請方法

コンビニ交付サービス

を使うと、年末年始

を除く、

午前６時３０分～

午後１１時の間なら

コンビニで各種証明

書を取得できるよ！

マイナンバーカード用の顔写真を撮影します！マイナンバーカード用の顔写真を撮影します！

問


